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第35回岩手県社会貢献活動支援審議会 

 

                    日時 平成30年9月12日（水）13:30～15:30 

場所 エスポワールいわて 1階 小会議室 

出席委員（9人） 

 鈴木 重男 委員 

倉原 宗孝 委員 

五味 壮平 委員 

佐藤  晋 委員 

高橋 洋子 委員 

鹿野 順一 委員 

中野 美知子 委員 

右京 昌久 委員 

武藏野 美和 委員 

 

県側出席者 

 環境生活部長 大友 宏司 

 環境生活部若者女性協働推進室長 古舘 慶之 

 環境生活部若者女性協働推進室ＮＰＯ・協働課長 四戸 克枝 

 環境生活部若者女性協働推進室 主任主査 加藤 肇 

 環境生活部若者女性協働推進室 主任主査 立花 紅 

 環境生活部若者女性協働推進室 主任 鈴木 あゆみ 

 環境生活部若者女性協働推進室 主事 伊藤 則生 

 政策地域部政策推進室 特命課長 加藤 真司 

 保健福祉部地域福祉課 主事 田端 優毅 

     

1 開 会 

【加藤主任主査】 

 ただいまから第35回岩手県社会貢献活動支援審議会を開会いたします。 

  本日の会議の出席状況ですが、委員14名中8名の御出席をいただいておりますので、社
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会貢献活動の支援に関する条例第18条第２項の規定により、会議が成立しておりますこ

とをご報告申し上げます。 

  また、会議の公開についてでございますが、「審議会等の会議の公開に関する指針」

に基づき、公開することとして進めさせていただきたいと存じます。 

  それでは、開会にあたりまして、岩手県環境生活部長の大友から御挨拶申し上げます。 

２ あいさつ 

【大友環境生活部長】 

 岩手県社会貢献活動支援審議会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

  はじめに、今般の北海道胆振（いぶり）東部地震や、西日本豪雨をはじめとする自然

災害により、犠牲になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた全て

の皆様にお見舞い申し上げます。 

  本日は委員の皆様ご多忙中のところ、第35回となる当審議会にご出席いただき感謝申

し上げます。今回は委員改選後最初の審議会となりますが、新たに４人の方に就任いた

だいております。再任の委員の方々も含めよろしくお願いいたします。 

  さて、東日本大震災津波発災からちょうど７年半が経過しました。県では、恒久的な

住宅への移行やなりわいの再生など大災害からの復旧・復興に市町村、県民の皆さんと

ともに全力で取り組んでまいりました。災害公営住宅の整備戸数は計画に対する進捗率

が６月末時点で95％に達するなどまちづくりの基盤整備は着実に進んできている一方

で、先ごろ公表となったいわて復興ウオッチャー調査では被災者の生活で「回復した、や

や回復した」と回答される方の割合が前回調査よりも下がったという結果も出ておりま

して、復興の進み具合もそれぞれであることから、被災者一人一人に寄り添った支援が

より強く求められています。その中でも被災者の心のケア、健康生活支援、コミュニテ

ィの形成等の支援の取組は特に重要とされていますが、これらの取り組みはＮＰＯやボ

ランティアを含めた多様な主体の連携によってきめ細かな活動が行われています。ま

た、ライフスタイルが変化する中、さまざまなニーズに対応した市民活動や少子高齢

化、人口減少による地域コミュニティ支援などの担い手としてもＮＰＯ等の果たす役割

が期待されています。このため、県では平成26年度に造成したいわて社会貢献復興活動

支援基金等を活用し、自治体だけではサービス提供が困難なさまざまな分野での復興支

援活動や社会貢献活動を実施するＮＰＯ等への活動費の助成やＮＰＯの組織運営基盤強

化の取り組みのほか、ＣＳＲ、ＣＳＶに取り組む企業とのマッチング交流会、ソーシャ
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ルビジネス促進セミナーの開催等による課題解決に向けた事業の立ち上げ支援などに取

り組んできています。 

  また、本県では来年ラグビーワールドカップ2019が釜石市で、三陸防災復興プロジェ

クト2019が沿岸13市町村で開催されます。被災地での開催を通じて世界中からいただい

た支援への感謝の思いと復興の姿を国内外に発信する絶好の機会と捉えていますが、多

くの県民の皆さんにボランティアなどでかかわっていただくことが期待されています。 

  本日の審議会では、本県の社会貢献活動の現状について御報告するとともに平成31年

度から始まる岩手県次期総合計画の中間案について御説明の上、御議論いただくことと

しています。委員の皆様から幅広く、また忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し

上げ、開会に当たっての挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

３ 委員紹介 

【加藤主任主査】 

 今回は委員改選後、最初の審議会となりますので、初めに本日出席の委員の皆様を御

紹介させていただきます。 

  （名簿に沿って出席委員を紹介） 

  高田地区コミュニティ推進協議会副会長、武蔵野美和様は、後ほど遅れて到着すると

の連絡を受けております。次に、県の職員を御紹介させていただきます。 

  （県側出席者を紹介） 

次に、配付資料の確認をさせていただきます。資料につきましては、資料№１から№

６を事前にお送りし、本日御持参いただきますよう御案内申し上げておりましたが、お

持ちでない場合はお申し付けください。なお、机の上に追加資料としまして、資料７、あ

とは情報誌のＰＩＮを置いております。なお、事前に配付しました資料のうち次第と名

簿、資料２―１については、配付したものと差しかえをお願いいたします。資料の不足

等はございませんでしょうか。 

  「なし」の声 

４ 議 事 

 （１）会長・副会長の選出 

（２）報告事項（岩手県における社会貢献活動の現状について） 

    ア 特定非営利活動法人制度とＮＰＯ支援・協働推進施策等のあゆみ（資料№１） 

    イ 岩手県におけるＮＰＯ法人の状況（資料№２―１～２―２） 
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    ウ 防災ボランティアの活動状況（資料№３） 

    エ 平成30年度ＮＰＯ・協働推進施策概要（資料№４―１～４―２） 

    オ ＮＰＯ等による復興支援事業の概要（資料№５―１～５―３） 

    カ 平成29年度県民協働型評価業務報告書（資料№６） 

 （３）協議事項 

    岩手県次期総合計画について（資料№７―１～７―４） 

 

【加藤主任主査】 

  それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。本来であれば審議会の会長に

議事を務めていただくところですが、本日は委員改選後最初の審議会となりますので、暫

時進行を務めさせていただきます。 

  それでは、議事（１）といたしまして、条例第17条第１項の規定により会長及び副会

長の互選をお願いいたします。自薦あるいは推薦はございませんでしょうか。 

 【右京昌久委員】  

新任の委員の方もいらっしゃるようですが、多くは再任ということでございますけれ

ども、前回の委員の構成に引き続き倉原先生に委員長を、それから鹿野委員に副委員長

をお願いするということでいかがでしょうか。 

【加藤主任主査】  

  ただいま右京委員から、会長として倉原委員を、副会長として鹿野委員の御推薦がご

ざいましたが、皆様御異議ございませんでしょうか。 

  （「異議なし」の声） 

【加藤主任主査】 

  それでは、会長を倉原委員に、副会長を鹿野委員にお願いすることといたします。 

  条例第17条第２項の規定により会長が議長となりますので、これからの進行につきま

しては倉原会長にお願いいたします。 

【倉原会長】 

 改めまして、倉原といいます。よろしくお願いします。 

  新任の方が４人いらっしゃるようですが、この審議会は自由にいろいろ御発言いただ

いており、またそういうことを期待されている場だと思います。皆様の自由な御発言が

より有効だと思いますので、ぜひ闊達なお話あるいは情報などいただければと思うとこ
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ろです。よろしくお願いします。 

  では、早速進めさせていただきます。議題の２報告事項ということで、お願いします。 

【四戸ＮＰＯ・協働課長】 

 （四戸ＮＰＯ・協働課長が資料1～２及び資料4-1～６に基づき説明） 

 【田端主事】 

（地域福祉課田端主事が資料３に基づき説明） 

【倉原会長】  

ありがとうございます。資料のアからカについてそれぞれ御説明いただいたところで

す。 

武蔵野さんがいらっしゃったあたりからちょうど説明がはじまったところです。 

  今の御説明を受けて質問、御意見などを自由にいただけたらと思います。随時お願い

します。 

 【鹿野委員】 

 説明ありがとうございます。幾つか聞きたいことがあるのですが、まず１つ目は、本

年が特定非営利活動促進法施行20周年に当たるということで、全国各地においてそれに

由来するセミナー、フォーラム等が開催されているところですが、岩手県としては何か

お考えですかというのが質問です。 

 もう１つにつきましては、防災というか、災害復興とボランティアの活動の状況につ

いて、今後のことも含めて防災ボランティア活動推進の指針を策定いたしますというよ

うな御説明をいただいたのですが、昨年度以降、内閣府防災担当の多様な担い手による

三者連携を目指した防災ボランティア活動の環境整備に関する検討会に私も呼ばれて入

っていたところだったのですが、そこで行政向けの協働のテキストというか、ガイドラ

インのような形で「防災における行政のＮＰＯ・ボランティア等との連携・協働ガイド

ブック」というものが昨年度末に出されています。今年度に関しては主たる役割は社会

福祉協議会が果たしている災害ボランティアセンターとは別にボランティアコーディネ

ーションをする役割が組織として求められるのではないかと。これについては、ＮＰＯ

等を想定するという形で新聞紙上にも記事として載ったのですが、今回岩手県のほうで

考えている活動推進指針は、そちらとの関わりをどういうふうに考えていくのか、若し

くは県は県として考えていきますという方向なのか知りたいです。 

  最後、もう１点、協働施策の概要の裏面、ＮＰＯ活動交流センター管理運営委託につ
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いて交流会、人材育成研修というところで３つセットの数字が出ています。実際のとこ

ろ県民活動交流センターについては、設置当初から盛岡一極か、沿岸にもサテライトが

必要ではないかという議論があったかと思います。県民協働型評価の提言にも、そうい

うものが必要なのではないかと出ているところです。相談件数の件もありますが、県は

アイーナの中にある交流センターに、貸し館業務以外にどのような役割を期待して施設

展開をしているのか、それに必要なだけの予算がきちんと提供されているのか、責任あ

る発言までいかずとも、思いの部分で結構ですのでお答えいただければと思います。 

【四戸ＮＰＯ・協働課長】  

私のほうからは、１番目と３番目につきましてお話しさせていただきます。 

 特定非営利活動促進法20周年については、そのとおりでございますが、残念ながら何か

想定しているかというと、想定しておりません。 

 ただ、現在、本当に復興支援の業務が中心になっております。「協働」という視点を大

事に進めるところの県内や庁内での理解、行政の理解が不足しているというのは、提言の

ほうにもいただいておりますので、そこからもう一回やり直さなければいけないと思って

おります。庁内のアンケート等を見ましても、年齢が上の方はそういう意識が高いのです

が、下の方は意識されていないという結果が出ています。それは多分そういうセミナーと

いうか、訓練を受けていないからではないかと思うところがありまして、今年は先日、協

働推進セミナーということで、行政の職員だけですが、市町村と庁内の職員で希望する方

に参加いただく形で開催し、中間支援ＮＰＯの方にセミナーの講師を担っていただいたと

ころです。まずはそこからはじめて、来年以降もう少し深めていかなければならないと考

えております。 

 ３点目のＮＰＯ活動交流センターの関係ですが、平成18年からアイーナに設置しており

ますが、全県網羅することはなかなか難しいと思っております。もちろん社協のボランテ

ィアセンターと二人三脚でやっていかなければいけない部分もありますし、社協には市町

村レベルでも社協がありますが、県にはそういうものがないので、中間支援ＮＰＯのネッ

トワークというのが一番重要であり、また市町村にも13の支援センターがありますので、そ

こといかに組んでいくかということが大事だと思っております。ですから、中間支援の方々

にも交流会や研修会などで力をつけていただきながら一緒になってやっていくという方向

を考えてございます。 
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 【田端主事】  

  内閣府のガイドブックの関係ですとか、ＮＰＯによるコーディネーション機能の関係

について御発言いただきましたが、当方でも内閣府のガイドブックを拝見しておりま

す。内閣府の言う三者は、行政、社協、ＮＰＯ等というところで、現行の指針でもその

三者による連携体制が考えられておりましたが、今回内閣府からも全国的なガイドブッ

クとして示していただきましたので、その趣旨と現行の体制も踏まえて岩手県なりにア

レンジした形での指針の改定を行いたいと考えているところです。 

  また、ＮＰＯによるコーディネーション機能については、例えば熊本県では地元の中

間支援組織、一般のＮＰＯ活動のほうを重視されていて、災害時におけるＮＰＯによる

中間支援機能というところがとても注目されております。全国組織で申し上げますとＪ

ＶＯＡＤといった組織が近年立ち上がりまして、活動を進めているところです。特に熊

本県での活動が内閣府のガイドブックでも取り上げられているところですが、７月の関

西豪雨でも現地での連絡会議で、そういった活動が盛んに行われているということがあ

りましたので、全国的な動きについては岩手県でも対応していく必要があると考えてお

ります。会議の開催が来月でありこの場で詳しいことを申し上げることはできません

が、県内でもそういった機能を持っていただくことはできないかと各機関に御相談を申

し上げている段階でございます。 

【鹿野委員】  

ＮＰＯ法人ということで言いますと、民間側の動きとすると全国的に、東日本大震災

の被災地、宮城、福島も含めてですが、皆さん復興のその先何が必要なのかというとこ

ろを考えるフェーズにもう移ってきております。そのことで言いますと、復興庁が閉庁

するとか、予算がなくなるということではなくて、いかに震災からの10年、今は７年で

すけれども、10年で得た知見をその先の地域にどれだけつなげて継続して活動していく

かというところに目線を持っていっているＮＰＯさんも現場には多いです。この方たち

が今後地域の役割を果たしていく担い手になっていくということを考えていただく

と、課長がおっしゃったようにＮＰＯ黎明期のころに行政向け、市民向けにＮＰＯ講座

をやったときのように、もう一度一回りしてスタートみたいなところの意識を合わせら

れますし、震災以降、社協さんとの連携というのは、お互いに必要だということは理解

しておりますので、この辺は今後議論していく場があると、有意義になっていくのでは

ないかと思いました。 



 - 8 - 

【倉原会長】  

ほかいかがでしょうか。 

 岩手県のＮＰＯの動きには、いい悪いは別として震災の影響が大きかったと思います

が、資料２―１で解散数が去年、一昨年、数が増えている内訳はどういうものなのか。Ｎ

ＰＯですから一定の役割を終えたら、無理して続ける必要はなく、逆に正当に解散してい

いと思いますが、例えば震災で増えた団体が一定の役割を終えたから解散したのか、もと

もとあった団体が解散したのか、ここ１年増えている内訳はわかるでしょうか。 

【四戸ＮＰＯ・協働課長】 

 確かに震災の復興支援の一定の役割というのはありますが、古い団体さんがスタッフが

高齢化してしまったとか、会員さんが減ったとか、解散するのも大変だというようなとこ

ろもございますが、詳細の内訳はわかりません。 

【倉原会長】 

 鹿野さんからもお話があったように、震災も復興のその先、今後というところが大事か

と思い、震災以降に増えたその団体がどうなっているのかわかればそれはそれで考える必

要があるかなと思ったところです。ほかいかがでしょうか。せっかくの機会ですので、い

ろいろ振り返ってでもいいですから、お話しいただければということでいいでしょうか。で

は、このまま次は協議事項で続けさせていただきます。 

 では御説明をお願いします。 

（加藤特命課長が資料7-1～7-3に基づき説明） 

（四戸ＮＰＯ・協働課長が資料7-4に基づき説明） 

【倉原会長】 ありがとうございます。結構ボリュームのあるものを短い時間での御説明

で大変だったかと思いますけれども、また自由に御質問、御意見などいただければと思い

ます。いかがでしょう。 

【五味委員】 

 確認ですが、今求められていることは総合計画あるいはアクションプラン全体に関する

意見ではなくて、特に参画に関わるようなところに限定してということでよろしいでしょ

うか。 

【倉原会長】 

 いずれもいいとは思いますが、恐らく後者のほうへの期待ではないでしょうか。いかが

でしょう。 
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【四戸ＮＰＯ・協働課長】 

 どちらもですが、社会貢献活動支援の審議会なので、後者のほうを中心にお話をいただ

ければと思います。 

【倉原会長】  

そういうところでよろしくお願いします。 

【五味委員】 

 総合計画の幸福をコンセプトにして推進していきましょうという考え方はいろいろ賛否

があるみたいですけれども、私は基本的に悪くないと考えているところではあります。一

方で、具体的なアクションプランまで落とし込んできたときに、幸福とのつながりという

のはどういうふうに考えていくのかがよくわからないなと常々思っていて、例えば参画と

いうことと幸福というものは何らかの形でつながりが想定されているのかどうかというこ

とを大枠としてのところで何か教えていただけるところがあればお願いしたいのですが。 

【加藤政策推進室特命課長】 

 次期総合計画の10の政策分野につきましては、幸福指標研究会の研究報告をベースにし

ておりまして、実はその際に10のうちの１から８までが研究会報告のほうでの幸福の実感

に関連する領域ということでこれを引用してきております。それを踏まえて、加えて県と

して社会基盤という共通点、１から８にかかわる共通的な土台ということと、あと参画と

いう共通的な部分ということで置いておりますので、幸福指標研究会で言っている幸福の

領域と参画の部分は直接はリンクしていない状況になっています。幸福指標研究会の領域

で示されている主観的指標あるいは客観的指標については８つの領域で見ていく形になり

ます。当然共通の土台ということで幸福の領域にかかわる分野になりますので、ここにも

ある程度指標を設定してどういう状況かを見ていこうというように考えてございます。 

【五味委員】 

 ソフトなインフラみたいな意味合いでしょうか。 

【加藤政策推進室特命課長】 

 そうです。 

【倉原会長】 

 その辺なかなか納得できる形、実感できる形、どう位置づけるか難しいところでもある

のでしょうね。 
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【倉原会長】 

 ほかいかがでしょうか。 

【武蔵野委員】 

 名簿を見ると公募委員が１人だったのでびっくりしておりますが、直接ＮＰＯに関わら

ないところでこういった場に参加させていただいているので、何か意見を言いたいと思っ

て来ました。この幸福についてのワークショップにも参加をしましたが、市民レベルで考

える幸福の観点と、ＮＰＯやそういう担い手を育成する活動をする拠点の人達の幸福の考

え方は変わってくるのではないかなと思います。目指すところは同じなのでしょうが、そ

の接点が余りないような気がして、一生懸命ワークショップをやったり、講演会をしてい

るかもしれませんが、その辺の接点がないためにせっかく中間支援の方たちが頑張ってい

らっしゃるのに市民に返ってこないというところがあって、ワークショップはやったけ

ど、住民レベルでは何かやったかと思うとちっとも返ってきてないところがあります。で

すので、一生懸命やってくださっている方たちの指標になり得るような部分、住民感情も

含めてなかなか見えにくいのかなというところがあるので、住民レベルに落とし込んだワ

ークショップ、そういうものを中間支援の方たちと一緒に連携してやっていければまちづ

くりにもつながっていくのかなと感じました。住民レベルでの発言になりますが、そうい

うものをやっていただけること、少し接点を持つことでネットワークづくりの良さも生き

てくるのかなと思いましたので、発言させていただきます。 

【倉原会長】 

 ありがとうございます。非常に大事なことだと思います。なかなか幸福の議論あるいは

内容というのは難しいところで、それぞれの段階でそれぞれの価値観なりを認めつつ、そ

れを互いに実感できるような接点を意識していくということ、そのことはなかなか難しい

ですが、少なくともそれを意識してやっていくということは非常に大事な御指摘だったと

思います。 

【加藤政策推進室特命課長】 

 アクション政策プランの概要資料の３ページに主観的指標とと客観的指標というのがご

ざいますが、この主観的指標につきましては、まさに県民意識調査ということで5,000人規

模の調査で、いわゆる平均的な生活者の意識を聞くという内容でございます。それを補足

するものとして客観的指標というもので統計データに基づく全国あるいは県での比較がで

きるものを選ぶわけですが、今回の参画のところで申し上げますと、ボランティア、ＮＰ
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Ｏ、市民活動への参加状況ということで、これは個人、生活者としてではなく全体として

参加状況がどうかというところを客観的指標のところで捉えつつ、先ほど申し上げました

主観のほうでは、県民意識調査で生活者としてどのような実感を持っているかというとこ

ろを捉えて、それを重ね合わせて今現在政策がうまくいっているのか、あるいはどこか足

りないところはないのか、そういったような評価をこれからしていくような形になろうか

と思います。 

【武蔵野委員】 

 その辺りは考えられているところで、もう１つなのですが、一緒に考えていく上で、「幸

福」は抽象的過ぎるという話もあります。一人一人幸福度は違うので、一人一人指標にす

べきものではないと。例えば、末期がんの患者さんでもいかに終わり方を考えられるかと

いうような視点に立ったときには、その人にとって幸せな時期があるはずだったり、なぜ

障がい者を別にして見なければいけないのといった視点もあるので、誰がどのタイミング

であってもそこにいられる幸福、そういったものを一緒に考えていくべきで、県レベルで

考えると指標はとても大切なことだと思いますが、一人一人の幸福というふうに考えてい

くときには、ワークショップをやるならどんどん落とし込んでいかないといけないと思い

ます。きっといろんな方向性があるはずなので、一辺倒な考え方ではなくて、幅広いとこ

ろで考えていただけるといいかなと思っています。 

【倉原会長】 

 そういう意味では、幸福というのは一面だけではなくて、いろんな個々の顔があるとい

いますか、それぞれのいろいろな顔がある幸福というのも大事にすべきではないかなとも

思います。それと同時に、方向としてはそういう一人一人の事情の違う幸福をみんなで考

えていこうよという方向は実は共通して一致しているというような、そういうスタンスで

はないでしょうか。難しいですが、非常に大事なところだと思います。 

【鹿野委員】 

 質問ではなく、意見というほどの固いものでもありませんが、いわて県民計画が策定さ

れたときに「協働」という言葉が当時の増田知事の号令で、僕たちも初めてその言葉を知

り、岩手県はＮＰＯ等との協働によるガイドラインというものを策定しました。 

 今回の次期総合計画の中には「協働」という言葉よりは「連携」という言葉のほうが多

いように感じるのですが、先ほど来、申し上げている部分も含めて、これまでは復興とい

うキーワードで、全てが一つに向かえた。しかし、今後10年を見据えたときには、その先
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の地域というものが今度は主役になってくる。協働のガイドラインには適宜修正を加える

ことができると書いてありますので、ここでもう一度原点に立ち返って協働とは何ぞやと

いうようなことをもう一度議論する場があってしかるべきというのが１つです。 

 それから、今お話もありましたが、幸福というよりは幸福度ですね。ここまでいきまし

ょうという数値指標を設定しなければいけないのが行政の難しいところかとは思います

が、ここにＳＤＧｓというものが出てきています。世の中の流れなので、当然だと思いま

す。持続可能性というのは求められているところだと思いますが、ＳＤＧｓは、僕の理解

が間違っていなければ単なる指標でしかなくて、この国連が定めた17の目標に対して、ロ

ーカルアジェンダを設定するところが肝になる。 

 では、この指標を岩手県はどう捉えて、この項目のここはどこまでいきましょうという

ローカルアジェンダをつくっていかなければいけないのと同時に、持続可能な地域につい

ては各基礎自治体でも計画を立てているところです。その中には、ＳＤＧｓのこの項目

で、ここまでいきましょうという計画を立てていくところも出てくるはずです。そうなっ

たときに、これまでもこのＮＰＯ界隈でよく言われていた市民、市町村民と県民の違いは

何かとか、この辺とのうまい具合のつながりがないとなかなか岩手県全体で社会貢献活動

をという流れには持っていきづらいかなと思います。ここでは県民運動と市民活動が混在

して語られているのです。 

 あともう１つ、考えていかなければいけないのはコミュニティという言葉がここ何年か

震災以降出てきています。この中で、地縁組織をどう捉えるのか、これまでのＮＰＯの流

れでいえば地縁組織というのはＮＰＯのくくりの外にあったはずです。これを例えば岩手

県のＮＰＯ担当課は地縁組織をＮＰＯと認めて支援をしていくのか、それとも地域の担当

部署のほうが行っていくのか、この辺もやっぱり今後の連携ということでは議論のもとに

なってくるかと思います。これを機にということであれば、非営利型の一般社団法人の取

り扱いをどうしていくかという部分も一緒に考えていただきたいなと思います。 

【倉原会長】 

 感想を参考にしてくださいというところですか。 

【鹿野委員】 

 はい、そうです。 

【倉原会長】  

地縁組織も大事なところで、決して制度的な意味でのＮＰＯに限定したものではなく
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て、「等」という言葉がいいのかはよくわからないですけれども、そういう幅広い認識で

捉えていらっしゃるのではないかとは思いますが。 

【五味委員】 

 僕も市民活動と県民運動という言葉が微妙に使い分けられているのかなと思って見てい

たのですが、何か意図があれば教えていただきたいと思います。 

【倉原会長】 

 僕も市民活動と県民運動とどう違うのか、何となく文脈として気になる。 

【鹿野委員】 

 政策プランのほうは、裏面に書かれているのはもう項目で出ている。 

【加藤政策推進室特命課長】 

 県民運動でございますが、例えば、いわてで働こう協議会だったり、脳卒中予防の県民

運動とか、交通安全の県民運動とかいろいろやってきておりまして、それらいろんな主体

が入ってやるものを県民運動と言っております。 

【鹿野委員】  

なるほど。単純に理解できました。 

【倉原会長】 

 何か説明がないと変な誤解も招きそうというか、誤解というより何となくすんなり来な

いところもあるかもしれないですね。 

 中野さんいかがでしょうか。 

【中野委員】 

 次期総合計画に関しては、若者部会に所属させていただいており、その中で意見は出さ

せていただきました。ＮＰＯというところでお話をすると、非営利型ＮＰＯと企業の差が

これからどうなっていくのだろうというのが正直なところ全くわからないです。ＮＰＯに

直接関わっておらず、逆に言うと企業は民間の社会福祉に貢献してくださいみたいな話

で、先ほどＣＳＲ、ＣＳＶの話が出ていましたが、実際これから企業としては社会の課題

をビジネスに変えていかなければいけないという時代が来るので、やらなければいけない

課題だなとは感じています。そことＮＰＯの違いが明確に見えてくることが実は今後の時

代変化とともにわかりやすくなっていくことなのかとも感じています。今はたぶんＮＰＯ

に資金協力することが解決になっていたと思うのですが、商品とか、提供するサービスそ

のものを企業が収益にしなければいけない時代が来ていると思っているので、ＣＳＶとい
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った辺の感覚のすみ分けなどが今後必要になってくるのかなと感じながら拝読させていた

だきました。 

 あと１点、先ほど障がい者を分ける分けないというお話がありましたが、私自身の考え

方ですが、若者や女性、障がい者ということを言葉として表に出していくことは、とても

大事なことだと思っています。それを特性としてどう生かしていくか、企業とＮＰＯの話

もそうなのですが、特性を理解していくことには必ず周りの受容が必要になってくると思

うので、多分それなくして活躍も振興もないと思うので、それを特性と捉えて伸ばしてい

くという作業がプロセスとしては一番大事ではないのかと感じました。 

【倉原会長】 

 右京委員はいかがでしょうか。 

【右京委員】 

 感想になりますが、長期ビジョンでみんなで取り組みたいことを県民、企業、ＮＰＯ、関

係団体、市町村等で分けていますが、定義づけがはっきりしないのがＮＰＯ、それから関

係団体のところです。これは推進主体という意味合いで書いてあるのだろうと思っていま

すが、少しぼやけているので、役割感が感じられないというのが１つです。例えば社会福

祉法人は非営利法人なので、広い意味でＮＰＯとも言えるし、関係団体と言えなくもな

い。こういう場合もあるので、欄外の解説でもいいですし、もう少し詳しめに書いておい

たほうがいいという感じがしました。 

 それから、岩手県における背景のところでソーシャルキャピタルについての記述がある

のですが、これもこの計画の理念あるいは幸福追求ということに関しては非常にキーファ

クターになっていると思います。これも情緒的なものとか、手段的なものだとか、あるい

は評価的なものだとか、少し構造的に解説されてあるもので、この中の情緒的な部分のも

ののつながりが幸福感を高めるということになると思うのです。手段的なものは、手助け

や介護など、どんどん制度化されたり、企業活動の中で利益を伴って解決されていくもの

が多いですが、情緒的な関わり支援というのはお金で買うことではないので、なかなか難

しい問題ではあると思います。それを岩手の強みと位置づけをしていることは強みなのだ

ろうと思いますが、何が強みなのかということを少し分解して考えてみてはどうかという

ことを感じました。 

 また、インクルージョン、参加する社会あるいは包摂的な社会をつくっていく地域共生

社会がこれから求められていくということだと思います。一億総活躍という政治スローガ
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ン、政治目標、それに伴う地域共生社会というような行政的なビジョンがあるわけです

が、もっと細かく指標化するならば、最近ニュースになっている障がい者雇用率などを指

標化してみるといいのではないかと思いました。 

 また、共助という表現、あるいは自助、互助を使う、そういったものがあると思いまし

た。共助は、自助と互助の作用が関係のない第三者にも及ぼすという意味で共助というこ

とであれば、自助と互助は共助を生む基盤というか、そういうことだと思うので、自助、互

助の地域の小さな部分、社会の中でそういった基盤が揺らいでいるので、共助がなかなか

育まれないということになっています。それに代わるものとして、鹿野委員がおっしゃっ

た地縁団体があるのですが、そこもやりにくくなるので、代替的なものとしてＮＰＯ等の

目的別の活動も共助の推進に極めて重要ということになると思うのですが、ＮＰＯの活躍

の場を考えるにしても自助、互助を育む御近所レベルの働きかけというのはなかなかな

い。先ほど武蔵野委員がおっしゃった幸せ感というのは、ざっくり言うと御近所で仲がい

い、そういうことだと思うのですが県の目指す方向性、御近所の中で仲がいいというか、そ

ういうのが幸福なのかなと、そういうことを感じました。 

 それから、災害ボランティアに関しては、今はボランティアの活動数をボランティア保

険の加入者数で指標化しているのですが、これは災害が起きると加入者が一気に増えるの

で、ベースになるボランティア活動者を計る指標にはならないので注意が必要だと思いま

す。他県の災害に協力する場合でも地元で加入する方もいますので、災害がない年は恐ら

くボランティア活動数がある程度下がるだろうということで、指標としてみるときにベー

シックなボランティアの増加あるいは減少を指すものではないということはあります。 

【倉原会長】 

 多岐にわたるアドバイス、感想だったと思います。互助の概念というのは、実は忘れら

れていて、非常に大事なところではないかと僕自身も思うところです。 

 高橋委員いかがでしょうか。 

【高橋委員】 

 うちも今は社会福祉法人ですが、もともとはＮＰＯ法人として活動していまして、平成

27年３月で解散したので、近年解散した法人の一つです。規模が大きくなったことと社会

的責任が重くなったことが解散理由です。ＮＰＯ法人の皆さんには大変失礼な言い方にな

ってしまいますが、社会的責任をどうするかというところ、収入、財政面でも金額が大き

くなってくるといろいろな面でＮＰＯだと心配される部分が出てきたので、その辺もしっ
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かりしていきたいという思いで社会福祉法人に移行しました。うちがＮＰＯを立ち上げた

ときも中間支援ＮＰＯさんに大変お世話になり、そのネットワークはすごく良かったと思

っておりますし、そのときにきちんと労務や会計などいろいろな部分で支援していただい

たので、そういう部分はこれからもバックアップしていただきたいと思います。 

 次期総合計画の話ではなくなってしまいますが、うちは社会福祉法人になりましたが、例

えばＮＰＯから株式会社になるところがあるかもしれないし、いろんな可能性があると思

いますので、企業などのいろいろな方々と交流しながら、次の段階のためにマネジメント

なども見据えながら支援していただけるといいのかなと思います。 

 また、実は社会福祉法人も社会福祉法人制度改革によりまして地域貢献活動をしなさい

とうたわれておりますので、社会福祉法人も市民活動や行政や企業との協働というところ

もやっていかなければいけませんので、協働の相手方の一つとして社会福祉法人もあるの

だということも知っていただきたいと思います。 

 感想になりますが、ずっと復興というところで来ていたところが、皆さんその先を考え

ているのだというお話を聞いて、私も大変勉強になりました。岩手県民としてやはりその

先のことをどうしていくかということを考えていかなければいけないと思いました。 

【倉原会長】 

 そういう意味では、ＮＰＯの次の形のイメージを見据えていくのも有効かもしれないで

すよね。ずっとＮＰＯの形にがんじがらめではなくて、企業になったり、社会福祉法人に

なったり、いろいろですね。 

 佐藤委員いかがでしょうか。 

【佐藤委員】 

 市民運動やＮＰＯの部分も含めて全体的にですが、最終案までに記載するとある工程表

に注目したいと思っています。県民の方々も、目指す方向として書いてあるとおりになれ

ばというのはもちろん思っていると思いますが、ではどうやっていくのという部分が見え

てくると県民の方々にも広がりが出てくるのかと思います。 

 これも計画全般の話になってしまいますが、私どもの会社はかなり変わらないと時代に

取り残されるという危機感を今、非常に感じているところです。そういう意味で言うと、計

画全般に人口減少とか高齢化に対する危機感がもう一つ感じられないという感想は持って

います。かなり劇的に社会が変わるのではないかと思う中で、簡単に幸福ということで成

り立っていくのかと感じております。 



 - 17 - 

【倉原会長】 

 そういう意味では、先ほど幸福の議論もありましたけれども、いい面を見て何となくぽ

わぽわするだけでなく、あえて厳しい面も自覚することでより引き締まった、実感のある

幸福感というのも出てくるかもしれないですね。 

 鈴木町長はどうですか。 

【鈴木委員】 

 この次期総合計画は幸福がキーワードなわけであります。皆さんから御意見がいろいろ

出ましたとおり、幸福でないほうがいいという御意見はないだろうとは思いますが、以前

にも幸福の定義について質問をさせていただいたときには、県としては特にないというこ

とでありました。 

 今後11月、12月頃になるのでしょうか、この計画を実現、具現化すべく細やかな実施計

画が立てられるのであろうと思います。いつ、どこで、何をどのようにやるかという細や

かな、それについては予算も伴ってくるのだろうと思いますが、これは岩手県内において

も格差のないようにぜひ配慮していただきたいです。どの分野においても、農林水産業、１

次産業を初め、２次産業、３次産業、いろいろな部分でいろいろな手立てを計画なさるの

だろうと思いますが、医療、教育、福祉あるいは所得含めまして、格差のないようにぜひ

お願いをしたいと思います。 

 それから、岩手は全国レベルで見て遅れている部分、劣っている部分、有利な部分、そ

れぞれあるわけですが、劣っている部分を全国レベルまで引き上げるというようなことを

幸福に行く前にやっていただければ良かったと思います。できれば10年間の中の前半では

どれも全国レベルまで持っていくのだ、そしてさらにその上で幸福につながるような施策

を多く取り入れていくというようなことであれば良かったと思っております。 

 これまで、3.11の震災以降、７年半経過したわけですが、岩手県内におきましても、内

陸の地域もいろいろ我慢しなければならない部分は多くあったわけです。ただ、向こう10年

先を見たときに、また大きな格差が出るのではないかというようなことも心配されるの

で、10年先を見据えた内陸と沿岸の格差あるいは県南と県北の格差、これが大きく生じな

いような次期総合計画であることを願う次第です。 

【倉原会長】 

 格差というのも幸福ということを考える上での大事な要素の一つですね。 
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【鈴木委員】 

 そうなのです。等しく貧しいのは、みんな耐えると思うのですが、格差にだけは耐えか

ねるのです。格差というのは、等しく貧しいのとはまた意味が違います。 

【倉原会長】 

 また振り返って何かありましたらお願いします。 

【武蔵野委員】 

 私のところはコミュニティという抽象的過ぎる、なりわいにもなりがたいところの再生

を目指している陸前高田市の高田町という場所のコミュニティです。地縁団体もそうです

し、ＮＰＯもそうですし、いろんな方たちの支援なくしては成り立たないのはわかってい

るのですが、頑張れば頑張るほど逆にＮＰＯの方というのは、何をしてくれるのだろうと

たまに不思議になることがあったりします。ＮＰＯの方たちの中には、ぱっとコミュニテ

ィをつくれと言って号令かけただけで帰ってしまう方たちもいたりして、頑張っていた人

たちが期限が来たのでさようならというのが結構あったりする状況です。復興の先を見据

えなければいけないというのはわかりますが、復興の先を見るためには住民が市民活動を

普通の活動にしていかなければいけないのだろうなというふうに思えます。ＮＰＯだ、連

携しなければいけないのだというよりは、もうその住民組織の中にＮＰＯが溶け込んでい

たりとか、そのネットワークの中に普通にある組織になってくれるのが一番いいのかなと

思います。 

 もっともっと住民が発言する、一人一人が活躍できるのが確かなのでしょうから、防災

の話にしても、防災計画は確かに大切だと思いますが、生活しているわけですから一人一

人がリーダーの要素を持っています。自分の知恵を生かして逃げられる、命を守れる、命

の重みを考えられる人であればみんながリーダーではないかと思います。そしてそう思え

るような地域であれば、それが幸福そのものにつながるだろうし、そこで地縁もまた生ま

れてくるという、いい意味でのサイクルができるのではないかと思います。ＮＰＯとは何

ぞやというところに私は入っていけないので、住民目線からそういった組織づくり、ネッ

トワークができていければいいのではないかというあたりを提案させていただきたいと思

います。 

【鹿野委員】 

 武蔵野さんがおっしゃったことがまさしくストライクだと思っていて、今こそ、それを

もう一度考えなければいけないと思っています。 
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 今おっしゃったＮＰＯの皆さんのここまでねという部分というのは、震災の後に僕らが

ＮＧＯの皆さんやこれまでおつき合いがなかった企業の皆さん含めてさまざまな御支援を

いただいたときに最初に抱いた感情と同じです。その何でだろうという疑問がその先、で

は自分たちは何をすればいいの、どういうふうにしていけばいいのというところで、この

流れは「あなたは既にＮＰＯです」という話になってしまうのです。 

 だから、突然ある日私はＮＰＯと呼ばれ始めたけれど、ＮＰＯとは何なのかわからない

のに、どうしてみんなそういうふうに言うのだろうという思うことは往々にしてありま

す。以前にはコミュニティビジネスというものもそういう形で進んでいった時期もありま

した。だからこそ、ＮＰＯというものは何だろう、ＮＰＯがどんな役割を果たしていくの

か、企業はどこまでできるのか、ＮＰＯの言った期限というのは何なのか聞いてみると雇

用の期限が来た場合もある。その雇用する原資は何かといったら、期限が決まっている助

成金だったりする場合もある。やりたくてもやれない、終わらざるを得ないみたいな部分

もあったりする。 

 武蔵野さんたちの活動を見て、もうこの人たちは自立的に活動ができると思って、「じ

ゃ、この先は頑張っていってね」なのかもしれない。でも、たぶん、そこのつなぎとか、意

味合いみたいなものが説明されることがこれまではなかったのです。時間とか期間的な背

景もあると思います。だからこそ、これからは地縁組織の皆さんも地域の担い手であると

いう部分でもっと丁寧にいろんな人たちがコミュニケーションをとっていく必要があ

る。この場はものすごく重要だと思いますので、今のお話を「ああ、そうだな。」と皆さ

んに思っていただけるとすごくうれしいです。 

【五味委員】 

 今の武蔵野さんの話を聞いていて、この計画の中から、例えば町内会活動とか、自治会

活動みたいな一般的には明確な組織ではないもの、でも実質的にはいろいろ公的な役割を

果たしている非常に重要なコミュニティや活動があり、どうやって県としてそれを応援で

きるかというところなのかと思って聞いていました。 

 たぶんこの最後のところのアクションプランの参画というところだと、それが指標にな

ってボランティア、ＮＰＯ、市民活動の参加状況という話になってくるのだと思うので

す。この中に入るとすれば市民活動の中に入れざるを得ないというか、そこに本来込めら

れているのだろうとは思うのですが、参加というのは何だかよくわからないです。名前だ

け入っていれば参加なのか、実際にどういうことをしたら参加なのかがよくわからないと
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いうところで、たぶん具体的にどうしていいかが決めづらいというか、県としてはどうい

うふうにそれを応援していったらいいのかやりにくいというところがあるのかと思いまし

た。参加とは何か、市民活動とは何かということを多分鹿野さんが言われたことも同じな

のかと思いますが、そういうことをちゃんとみんなで考える時期だということなのかと思

いました。 

【倉原会長】 

 そういう意味では、こうした計画書を作成する上で非常に努力し、また計画書自体も立

派な成果だと思いますが、表現の限界がある中で、むしろこの計画書をどう使っていく

か、あるいはどう動かしていくか、その中で計画書の文面にならないような中身というの

が育まれてくるのではないか、あるいはそれを目指すべきではないか、そんなことを感じ

ます。 

 

４ その他 

【倉原会長】 

 ほかその他も含めていかがでしょうか、あとは何かありましたらいかがでしょうか。よ

ろしいですか。 

 （「なし」の声） 

【倉原会長】 

 さっきのコミュニティという話、これも説明が難しいのですが、自分の恩師が田舎のほ

うでじいちゃん、ばあちゃんに、コミュニティの話をしたら、コメにティーか、お茶漬け

食べるような関係ということならわかるよということで納得されて、じいちゃん、ばあち

ゃんたちと楽しくやっていたことがあったのです。片仮名、コミュニティ、なんだかわか

らないようなことも実はそれならわかるというような、そういうものも見えてくるといい

かなと思いました。 

５ 閉 会 

【大友環境生活部長】 

 それでは、私のほうから今日の審議会の終了に当たっての御礼をさせていただきます。 

 本日は長時間にわたりまして熱心な御議論いただきまして、誠にありがとうございま

す。次期総合計画につきまして、そして今後の施策について多岐にわたり貴重な御意見を

いただきました。 
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 次期総合計画、来年度から10年間の岩手県の将来をどういうビジョンを持って臨むかと

いう大事な計画でありますので、県では各種審議会があれば必ずこれを議題としてさまざ

まな委員の方々からご意見を伺っているものでございます。 

 次期総合計画資料は当日の配付だったと思うのですけれども、これは昨日の総合計画審

議会にかけたばかりの中間案と、アクションプランの素案ということでございまして、県

の各部局の審議会の中でこの案を実際に見ていただいたのはこの審議会が一番最初であり

ます。昨日の総合計画審議会の中でもさまざまな話が出たという岩手日報紙面の記事をご

覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、それと同じ資料を今日は皆さんのほうにお

配りしたものでございます。 

 今日お配りした資料ですので、今ここで御意見と言われてもなかなか出づらかったと思

いますので、よろしければお持ち帰りいただいた上で、何かお気づきの点がありましたら

ばメールでも、ファクスでも結構ですので、事務局のほうにお寄せいただければできるだ

け、皆さんの御意見を踏まえ、必要な見直しをしていくということでやっていきたいと思

います。 

 また、アクションプランの中で、県として取り組むべきことということで、何点か書い

ておりますけれども、これは今時点で表に出すものとしてここまでなら大丈夫、やれるよ

というものを書いておりますけれども、これからさまざま、皆さんからのニーズがあれ

ば、それは新たに予算化するなどを行って内容を肉づけしていく段階でありますので、こ

ういった施策が必要だというのも、もしご意見がありましたらぜひお寄せいただければ幸

いでございます。とにかく皆様の御意見をできるだけ総合計画に反映したいということで

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今後も幅広い市民活動の展開に向けまして、市民活動情報の発信等による参加機運の醸

成や連携・協働のネットワーク化、そしてＮＰＯの運営基盤の強化に取り組んでまいりま

すので、引き続き委員の皆様に御指導、御鞭撻賜りますようよろしくお願いいたします。本

日はどうもありがとうございました。 

【加藤主任主査】 

 それでは、以上をもちまして第35回岩手県社会貢献活動支援審議会を閉会させていただ

きます。皆様どうもありがとうございました。 


